
地域未来投資促進法 同意基本計画で設定する
重点促進区域及び工場立地特例対象区域

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例

【工場立地特例対象区域における工場立地法の特例措置】

敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の工場は、工場立地法の規定する「特定工場」とな
り、法に定める必要要件を満たし、新増設等変更がある場合は事前の届出が必要となります（市宛）。
この特例措置により、対象区域内については法定の緑地面積率等が緩和されます。

法定（以下、敷地面積）

緑地面積率 20％

環境施設面積率
（緑地含む）

25％

特例措置

15％

20％


